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与信取引に関する利用者への説明態勢にかかる事務取扱要領 

 

（目的） 

第１条 本要領は、与信取引（貸付契約およびこれに伴う担保・保証契約）に関し、組合の健全

かつ適切な業務の運営を確保するため、利用者の知識、経験および財産の状況を踏まえた

重要な事項の利用者への説明態勢および相談・苦情等対応態勢について定める。 

 

（説明方針） 

第２条 貸付けの決定をする前に、利用者に対し、「融資は確実」と誤認させるような不適切な

説明を行ってはならない。 

  ２ 個人利用者に対する与信取引に関する説明は、書面の交付その他適切な方法により行

う。 

  ３ 併せて他の取引を勧誘する際に、勧誘に応じなければ融資等に関し不利な扱いをする

旨を示唆するなど、独占禁止法上問題となる優越的な地位の濫用と誤認されかねない説

明を行ってはならない。 

  ４ 与信取引契約の締結にあたっては、当組合の貸付けに関する基本的な経営の方針を十

分踏まえるとともに、取引の類型に応じて適切に説明を行い、契約内容については、利用

者が理解し納得できるよう、利用者の知識、経験および財産の状況に応じて丁寧に説明を

行う。 

  ５ 経営者保証に依存しない融資の一層の促進を図るとともに、経営者以外の第三者の個

人連帯保証を求めないことを原則とする当組合の経営方針に基づき適切な説明を行う。 

 

（貸付契約における説明） 

第３条 貸付契約の締結にあたっては、資金使途および返済財源を確認のうえ、利用者に対し、

貸付金額、貸付金利、返済条件、期限の利益の喪失事由、財務制限条項、反社会的勢力の

排除条項等の契約内容や法的効果について適切に説明を行う。 

２ 住宅ローン契約については、特に金利変動型または一定期間固定金利型の金利変動リ

スク等については十分な説明を行うとともに、適用金利が将来上昇した場合の返済額の

目安を提示する場合には、その時点の経済情勢において合理的と考えられる前提に基づ

く試算を示すなど、利用者に適切な情報提供を行う。 

  ３ 貸付取引にオプション・スワップ等のデリバティブ取引が含まれているときには、利用

者の知識、経験および財産の状況から見て問題がない場合を除き、商品内容やリスクにつ

いて、例示等も入れ、具体的にわかりやすい形で解説した書面を交付して説明を行う。 

    また、当該デリバティブ取引を中途解約した場合には、解約精算金が発生する場合があ

る旨およびその解約精算金の計算方法について、書面を交付し説明を行うなどし、利用者

自身がリスクを負っている場合には、必要に応じて説明を受けた旨の確認を行う。 

    さらに、契約締結後、利用者の要請があれば、定期的かつ必要に応じて、随時、利用者

のポジションの時価情報等を提供する。 

４ 金融円滑化の観点から、新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みを受けた場合には、

次の各号に掲げる事項について留意し、対応する。
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   ①新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みを受けた場合には、迅速な検討・回答に努

める。また、謝絶や資金回収を行う場合には、可能な限り根拠を示して利用者の理解と

納得を得るための説明を行う。 

   ②貸付条件の変更等の相談・申込みを受けた場合には、当該相談にかかる申込みを妨げた

り、利用者の意思に反して当該申込みを取り下げさせることのないよう適切に対応す

る。 

   ③新たな担保・保証の要求や貸付条件の提示を行う場合には、その内容を速やかに提示し、

これまでの取引関係や利用者の知識、経験および財産の状況を踏まえ、利用者の理解と

納得を得ることを目的に十分な説明を行う。 

 

（担保設定契約における説明） 

第４条 担保設定契約の締結にあたっては、担保提供者に対し、極度額等の契約内容や法的効果

について適切に説明を行う。 

  ２ 担保提供者が借入者と異なる場合は、当該担保提供者の立場、当該担保提供者の知識、

経験および財産の状況を踏まえ、契約内容や法的効果について適切に説明を行う。 

 

（保証契約における説明） 

第５条 個人保証契約の締結にあたっては、次により説明を行う。 

①原則 

保証人の年齢、知識、経験および財産の状況を踏まえ、契約内容や法的効果に加えて、

実際の保証債務を履行する事態に至った場合の具体的な履行責任についても理解と納得

が得られるように説明を行う。 

なお、連帯保証契約の場合には、所定の書面により、補充性や分別の利益が無いことな

ど、通常の保証契約とは異なる性質を有することについて、適切に説明を行う。 

②経営者等との保証契約の場合 

  経営者等と保証契約を締結する場合や既存の保証契約（注）がある場合は、前号に準

じた説明に加え、「経営者保証に関するガイドライン」および「事業承継時に焦点を当て

た「経営者保証に関するガイドライン」の特則」（以下「経営者保証ガイドライン」とい

う。）に基づき、保証契約の必要性等（どの部分が十分でないために保証契約が必要なの

かの個別具体的な内容、どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まる

のかの個別具体的な内容の説明を含む。）、および原則として保証履行時の履行請求は、一

律に保証金全額に対して行うものではなく保証履行時の保証人の資産状況等を勘案した

うえで履行の範囲が定められることについても丁寧かつ具体的に説明を行う。この際、説

明した旨を確認し、その結果を書面または電子的な方法で記録し保存する。 

なお、Ｍ＆Ａ・事業承継時の経営者保証の取扱いについては、原則として前経営者、

後継者の双方から二重には保証を求めないこととし、例外的に二重に保証を求めること

が真に必要な場合（具体的な事例については「経営者保証ガイドライン」参照）には、そ

の理由や保証が提供されない場合の融資条件等について、前経営者、後継者の双方に十

分説明し、理解を得る。
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（注）Ｍ＆Ａ・事業承継など主たる株主等が変更になることを金融機関が把握した保

証契約を含む。 

③経営者以外の第三者との個人連帯保証契約の場合 

経営者以外の第三者と個人連帯保証契約を締結する場合は、前各号に準じた説明に加

え、契約者本人の経営への関与の度合いを確認し、経営に実質的に関与していない場合で

あっても保証債務を履行せざるを得ない事態に至る可能性があることなどについて、特

段の説明を行う。併せて本人から説明を受けた旨の確認を行う（本人が実質的に経営に関

与していない場合で、自発的に保証の申し出があった場合には、本人の自発的な意思によ

る申し出である旨の書面も求める）。 

なお、根保証契約である場合は、契約締結後、当該保証人からの要請があれば、定期的

または必要に応じて随時、被保証債務の残高・返済状況について情報を提供する。 

④民法に基づく対応の場合 

ａ．保証意思宣明公正証書の作成の必要性 

事業資金に係る経営者等でない個人連帯保証契約を締結する等の場合は、保証契約

締結日の 1 か月前の応当日から保証契約締結日までの間に保証意思宣明公正証書の作

成が必要である旨の説明を行う。 

ｂ. 主たる債務者の保証人に対する契約締結時の情報提供義務 

主たる債務者は、事業資金に係る個人連帯保証契約を締結する（保証を委託する）と

きに、保証人に対して民法で定める情報提供をする義務がある旨の説明を行う。 

 

（契約締結の客観的合理的理由の説明） 

第６条 次の各号に掲げる事項について利用者から説明を求められたときは、事後の紛争等を

未然に防止するため、契約締結の客観的合理的理由について、利用者の知識、経験等に応

じ、その理解と納得を得ることを目的とした説明を行う。 

   ①貸付契約 

貸付金利、返済条件等の契約内容等について、利用者の知識、経験および財産の状況

を踏まえた契約締結の客観的合理的理由 

   ②担保設定契約 

極度額等の契約内容について、債務者との取引状況や今後の取引見通し、担保提供者

の財産の状況を踏まえた契約締結の客観的合理的理由 

   ③保証契約 

保証人の立場および財産の状況、主債務者や他の保証人との関係等を踏まえ、当該保

証人との間での次の保証契約を締結する場合の客観的合理的理由 

    ａ．根保証契約 

設定する極度額および元本確定期日について、主債務者との取引状況や今後の取

引見通し、保証人の財産の状況を踏まえ契約締結する客観的合理的理由 

    ｂ．経営者等との保証契約 

      経営者保証ガイドラインに基づき、経営者等と契約締結する客観的合理的理由 

ｃ．経営者以外の第三者との個人連帯保証契約 

      経営者以外の第三者と例外的に契約締結する客観的合理的理由
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（契約の意思確認） 

第７条 契約の締結にあたっては、契約の内容を説明し、借入意思、担保提供意思、保証意思が

あることを確認したうえで、原則として職員の面前で、契約者本人から契約内容への同

意の記録を求める。 

    なお、保証意思の確認にあたっては、契約者本人の経営への関与の度合いについても確

認する。 

２ 前項に掲げる対応が不可能な場合には、利用者保護および法令等遵守の観点から十分

な検討を行ったうえで、当組合所定の貸出事務手続等に従って対応する。 

３ 契約の必要事項を記載しないで契約内容への同意の記録を求め、その後、職員等が必

要事項を記載し書類を完成する等の不適切な取扱いやいわゆる捨印慣行の不適切な利用

を行ってはならない。 

 

（契約締結時の書面の交付） 

第８条 貸付契約、担保設定契約または保証契約等を締結したときは、原則として契約者本人に

契約書等の契約内容を記載した書面（写しを含む）を交付し、契約者が契約内容をいつで

も確認できるようにする。 

 

（契約締結後の取引関係の見直し等の場合の説明） 

第９条 契約締結後に金利の見直し、返済条件の変更、保証契約の見直し、担保追加設定、解除

等を行う場合には、契約時における説明と同様、利用者の知識、経験および財産の状況を

踏まえ、利用者が理解し納得できるよう、適切に説明を行う。 

    特に、事業承継時において後継者に保証契約を引き継がせる場合には、経営者保証ガイ

ドラインに基づき、前経営者に対する丁寧な意向聴取や必要な情報開示を行ったうえで、

保証契約の必要性について、改めて主債務者および後継者に対して丁寧かつ具体的に説明

を行う。 

  ２ 延滞債権の回収（担保処分および個人保証の履行請求によるものを含む）、債権譲渡、

企業再生手続および保証人の個人再生手続等を行う場合には、一連の各種手続を段階的か

つ適切に行うとともに、手続の各段階で利用者から求められれば、その客観的合理的理由

の説明を行う。 

  ３ 取引関係の見直し等を行うときに、行政検査や信用事業検査の手引き等を口実とする

などの不適切な説明を行ってはならない。 

  ４ Ｍ＆Ａ・事業承継支援を行っている場合をはじめ、状況に応じて、Ｍ＆Ａ・事業承継の

成立前における経営者保証の取扱いに係る事前相談を推奨するとともに、事前相談があ

った場合に丁寧な対応を行う。 

５ 後々のトラブルを防止するため、前経営者の保証契約の解除又は後継者への移行がな

される場合には、Ｍ＆Ａ・事業承継の最終契約におけるクロージング条件としての明確な

設定や、仮に解除・移行がなされなかった場合を想定した条項の設定等に向けた調整や支

援を行う。 
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（融資謝絶の説明） 

第 10 条 これまでの融資取引関係を見直し、融資（更改を含む）を謝絶する場合は、組合との

信頼関係を損なわないように留意し、利用者が理解し納得できるよう適切に謝絶理由の

説明を行う。その場合は、時間的余裕をもって早めに説明を行う。 

２ 前項の説明において、行政検査や信用事業検査の手引き等を口実としたり、債務者の実

態を十分に把握せずに、貸付条件の変更等の履歴があることのみをもって融資を謝絶す

るような不適切な対応を行わない。また、農業信用基金協会の保証付き融資について、

「拠出金請求」および「部分保証」を口実とすることや、信用保証協会の保証付き融資に

ついて、事業上の判断に即した本来の説明を的確に行うことなく、「責任共有制度」を口

実として融資を謝絶するような不適切な対応を行わない。 

 

（第三者の保証人から保証解除の相談を受けた場合の対応） 

第 11 条 第三者の保証人から保証解除の相談を受けた場合には、保証債務を負うに至った経緯

や保証人の保証能力、生活実態を十分に踏まえて、継続して取得するか否かの判断を行う。保

証契約を継続する場合は、民法 465条の６及び 465条の９の取扱いに従い適切な対応を行う。 

 

（相談・苦情等対応態勢の充実・強化等） 

第 12 条 利用者からの相談・苦情等への対応にあたっては、別に定める「ＪＡバンク苦情等対

応要領」に基づき、可能な限り利用者の理解と納得を得て、迅速に解決するよう努めると

ともに、相談・苦情等の事例の蓄積と分析を行うなど、説明態勢の改善を図る。 

 

（内部管理態勢の確立） 

第 13 条 本要領に基づいて健全かつ適切な業務運営を行うため、研修その他の内部管理態勢の

整備・充実を図る。 

  ２ 与信取引に関する説明態勢および相談・苦情等対応態勢の実効性を確保するため、内部

監査等の牽制機能の充実を図る。 

  ３ 与信取引に関する説明態勢および相談・苦情等対応態勢に関し重要な事項が発生した

場合には、理事会［および経営管理委員会]に報告する。 

 

（改廃） 

第 14 条 本要領の改廃は、コンプライアンス委員会での検討・協議に基づき、理事長の決定に

よる。 
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（附則） 

本要領は、令和６年２月１日から実施する。 

 

（附則） 

本要領の改正は、令和６年１１月２２日から実施し、令和６年１０月１日から遡及適用する。 

 

（附則） 

本要領の改正は、令和８年５月２６日から実施し、令和８年４月１日から遡及適用する。 

 

 

以  上 


